
令和４年度 生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業

生活衛生営業の皆様へ
　・理容・美容・クリーニング・公衆浴場・食肉
　・すし・ホテル旅館・喫茶・社交・飲食・興行

生活衛生営業の皆様へ
・理容・美容・クリーニング・公衆浴場・食肉
　・すし・ホテル旅館・喫茶・社交・飲食・興行

無料相談無料相談無料相談

お申込み・お問い合わせは
　公益財団法人　鹿児島県生活衛生営業指導センター
　TEL099ー 222ー 8332

要予約要予約要予約要予約要予約要予約要予約

様々な経営支援スタッフがあなたのお店をサポート様々な経営支援スタッフがあなたのお店をサポート様々な経営支援スタッフがあなたのお店をサポート

「今、困っていること」を専門家に相談してみませんか

経営支援スタッフ（専門家）
　・社会保険労務士・中小企業診断士
　・税理士・弁護士　等

①まずお申し込み！
・裏面の申込書にご記入
  のうえ FAXでお申し
込みください。

・相談は予約制です。

②専門家を紹介
・ご相談内容に応じた
専門家を紹介
・原則、相談は２時間
以内で２回まで

③店舗等でご相談
・店舗又は専門家の
事務所等で相談
・専門家の指導等を
受けて課題解決

申込期限　令和 5年１月 31 日まで（先着順）申込期限　令和 5年１月 31 日まで（先着順）

裏面で
申し込みを！

「生活衛生貸付」等の
融資を受けたい！再利用
できるか相談したい。

経営が厳しくなった。
課題解決のアドバイスを

受けたい。

「支援金」や「補助金」
などの支援施策の申請を
サポートしてほしい。



【FAX送信・相談依頼兼用】
生衛業者経営支援緊急対策事業　相談指導申込書
（FAX番号　099ー 222ー 8333）

令和　　年　　月　　日

（公財）鹿児島県生活衛生営業指導センター　理事長　様

申込者 住所：

 氏名：

会 社 名 ・ 屋 号

業　　　　　種

相談指導希望日

相談指導希望場所

従 業 員 数

代 表 者 名

所　　在　　地

資　本　金 万円

年

人

当該地域での
営業年数

〒

電話番号　　　　　　　　　　FAX番号

第 1
希望日

第２
希望日月　 　日（  　） 月　 　日（  　）

□店舗　□自宅　□相談先事務所　□その他（　　　　　）
※希望日時、場所については、調整の上、ご連絡させていただきます。

相談指導を受けたい具体的内容（該当する項目にレ印をつけ概要を簡単に記載）

□国の支援施策に関するもの □県・市町村の支援施策に関するもの
□生活衛生貸付等融資に関するもの □コロナ禍における経営相談に関するもの
□その他
[ 概要 ]

【お問合せ先】 （公財）鹿児島県生活衛生営業指導センター　　担当：川畑、長瀬
 住所：〒892-0838　鹿児島市新屋敷町 16-213
 電話：099-222-8332（平日 9時～ 17 時）　FAX：099-222-8333
 E メール：kagoshimacenter@seiei.or.jp


